
＜各協会等で手続き＞ 

 手続き先は車種に応じて下記のとおりです。届出事項を参考に必要なもの（参考）を準備し、あらかじめ各協会等へお電話で

お問い合わせのうえ、手続きして下さい。  

 

車種 

 

手続き先 

 

届出事項 

 

必要なもの（参考） 

 

 

軽二輪 

 

（125cc 超 

～250cc 以

下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三戸自動車協会  Tel 0179-22-2179 

 ※手続きできない事項もありますので、必ずお問い合わせ下さい。 

 〒039-0141 

  三戸郡三戸町大字川守田字関根川原 85-2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名義変更 

（使用者または 

  所有者の変更） 

 

■は協会にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自動車検査証記入申請書 

□所有者・使用者の認印（新・旧） 

□自動車検査証（車検証） 

□住民票抄本または印鑑（登録）証  

明書等（３ヶ月以内発行もの） 

□自動車損害賠償責任保険証明書ま  

た は 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 共 済 証 明  

書（使用者変更の場合のみ） 

□ナンバープレート 

（管轄内の場合は必要なし） 

□軽自動車税申告書・自動車取得税  

申告書※ 

（※必要のない場合があります。） 

 

住所変更 

（使用の本拠の位 

置を変更） 

 

■は協会にあります。 

 

 

 

 

■自動車検査証記入申請書 

□所有者・使用者の認印 

□自動車検査証（車検証） 

□住民票抄本または印鑑（登録）証  

明書等（３ヶ月以内発行もの） 

□ナンバープレート（管轄内の場合  

は必要なし） 

□軽自動車税申告書 

 

 

軽自動車 

 

（軽三・四輪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車検査協会八戸支所 Tel ０５０－３８１６－１８３２ 

 〒039-2255 

  八戸市北インター工業団地一丁目 9 番 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃車 

 

■は協会にあります。 

 

 

 

 

 

 

■自動車検査証返納証明書交付申請  

書・自動車検査証返納届出書 

□使用者の認印 

□手数料３５０円（証明書発行の場 

合のみ） 

□自動車検査証（車検証） 

□ナンバープレート 

□軽自動車税申告書 

 

ナンバープレート

紛失 

 

■は協会にあります。 

 

 

 

■検査標章再交付申請書 

□使用者の認印 

□手数料３００円 

□自動車検査証（車検証） 

□ナンバープレート 

（き損等で提出できる場合のみ） 

 

 

二輪の 

小型自動車 

 

（250cc 超） 

 

 

 

 

 

 

 

八戸自動車検査登録 

事務所 

 Tel 050-5540-2009 

(24 時間案内) 

 Tel 0178-20-3161 
 〒039-2241 

  八戸市桔梗野工業団地 

  二丁目 12 番 12 号 

 

 

 

 

名義変更 

 

 

 

手続きの内容により必要なもの

が異なります。 

直接左記の電話番号へお問い合

わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

住所変更 

 

譲渡・譲受 

 

廃車 

 

ナンバープレート 

紛失 

 



 

 


